
廃食用油に洗剤等が混入する事例が発生しています！

各ご家庭から排出される「廃食用油」は、

主に印刷用のインキの原料にリサイクル

しています。使用済み食用油は、固めたり、

紙に吸わせて可燃ごみとして処理して

いましたが、廃食用油リサイクルにより

可燃ごみの減量につながっています。

【廃食用油の出し方・注意点】
　ご家庭で不要になった廃食用油(サラダ油・大豆油・コーン油
　・オリーブオイル等、液状の植物性油）
　※未使用・未開封の食用油も回収します。
　【回収できないもの】

　・バター・牛脂などの動物性油
　・マーガリンなどの液状ではない植物性油
　・ガソリン・灯油・塗料・エンジンオイル
　　などの食用以外の油
　・廃食用油を凝固剤などで固めたもの
　　（可燃ごみとしてお出しください）
　・業務で使用した廃食用油（飲食店等）

リサイクルする廃食用油に洗剤等の不純物が混入
すると、資源としてリサイクル出来なくなります。
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スプレー缶の安全な出し方・処分方法について

【危険】
右記のことは

絶対に行わないで
ください。

スプレー缶は爆発することがあります！
安全な回収にご協力ください。

穴をあける 不燃ごみで出す

路上喫煙はやめましょう ! !

市内の清掃活動を支援し、「西東京市

まちの美化と安全を推進する事業」を

推進するため、清掃用具の貸し出しを

行っています。ぜひご利用ください。

清掃用具貸し出し
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西東京市ＥＣＯ羅針盤

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不特定多数の人が密集、密接しやすい

環境を避ける観点から、現在市で管理するすべての指定喫煙所が使用できない状態

となっております。それに伴い市民の皆さんから現在閉鎖している指定喫煙所周辺

や路上喫煙防止地区での喫煙についてのご意見が数多く寄せられています。

西東京市では、路上喫煙（ポイ捨て）に対して条例や罰則規定を設けず、喫煙者・

非喫煙者の相互の理解のもと、マナーを尊重するまちづくりを目指しています。

喫煙者におかれましては、モラルやマナーについて考えていただき、非喫煙者に

与える影響がないようにご協力ください。

①排出時や収集後に油がこぼれることがないようにフタの
付いた容器（油の入っていた容器やペットボトル）を
ご利用ください。洗剤が入っていた容器やびん、牛乳
パックなどのこぼれやすい容器では出さないでください。
②天かす等を網などを使ってよく取り除いてください。
③使用する容器は洗って水気をよく切ってください。
④ペットボトルに移す時は、十分に冷ましてから移して
ください。熱いまま移し替えると膨張・破損する恐れ
があります。
⑤油が漏れないよう容器のフタはしっかり閉めてください。

スプレー缶類には、LPG（液体石油ガス）をはじめとした「可燃性ガス」が
含まれています。不燃ごみに混ぜて出すと収集・処理の段階（収集車に圧縮
して積み込む際に破損するなど）で漏れ出した可燃ガスが破砕時に引火する
などにより、火災や爆発事故の原因となります。
爆発事故を未然に防ぐために、ご家庭でご使用になったスプレー缶・ガス
ボンベ・ライター等はできるだけ使い切り、透明・半透明の袋に入れて、
スプレー缶・ライターの収集日に出していただくようお願いします。

西東京市で収集された不燃ごみ・粗大ごみは、東久

留米市にあるごみ中間処理場【柳泉園】に搬入して

います。令和２年６月23日と８月13日に小規模な

爆発が発生しました。この爆発による設備の損傷及び

人的被害は無く、原因の特定は出来ませんでしたが、

スプレー缶等が爆発の原因と推測されています。

貸し出す用具：ごみ拾いトング･ベスト･のぼり旗
対　　象　　者：市内在住･在勤･在学する者または
　　　　　　　団体
貸し出し期間：5 日以内
貸し出し方法：ごみ減量推進課まで事前に申請書
                     を提出してください。
※市内の清掃活動を行う際には、申請をいただければ
　ボランティア袋をお渡ししています。


